
対象事業 該当項目

□備品購入は１件あたり10万円以上のものとなっている。

□10万円以上の備品については個人所有になる可能性はない。

□当該備品を購入しなければ事業が成立しない。

□品質や価格について標準程度の価格である。

□備品の詳細が把握できる見積書やカタログが添付されている。

□基礎が設置されている。

□設置箇所の土地所有者の許可を得ている。

□設置場所がわかる位置図が添付されている。

□工作物の詳細が把握できる見積書やカタログが添付されている。

□年度内に工事が完了することが確実な規模である。

□整備等による受益者が一部の方に限られていない。

□整備箇所について、市の管理外である。

□安全上や利便上、早期の整備が必要である。

□整備箇所の土地所有者の許可を得ている。

□利害関係者の同意が得られている。

□設置場所がわかる位置図や現況が把握できる写真が添付されている。

□施工延長や面積がわかる平面図等が添付されている。

□施工内容及び経費が把握できる見積書が添付されている。

□備品購入は１件あたり10万円以上のものとなっている。

□個人所有になる可能性はなく、自治会が責任を持って管理する。

□品質や価格について標準程度の価格である。

□購入について自治会の同意が得られている。

□公益性の高い備品である。

□備品の詳細が把握できる見積書やカタログが添付されている。

□早期の修繕が必要である。

□修繕費用について標準的である。

□修繕について自治会の同意が得られている。

□施設位置がわかる位置図や現況が把握できる写真が添付されている。

□修繕内容及び経費が把握できる見積書が添付されている。

□建築箇所の土地所有者の許可を得ている。

□必要に応じて建築確認申請の準備ができている（プレハブ、東屋）。

□建築場所がわかる位置図が添付されている。

□建築物の平面図や立面図等が添付されている。

□建築に伴う経費が把握できる見積書が添付されている。

□年度内に工事が完了することが確実な規模である。

□地元が管理する区域で市の管理が及ばない箇所である。

□整備箇所の土地所有者の許可を得ている。

□埋蔵文化財等の区域外であることを確認している。

□整備箇所がわかる位置図や現況写真が添付されている。

□整備内容及び経費が把握できる見積書が添付されている。
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